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１ 目的

登別市農業の基幹を成す畜産業は担い手減少や高齢化の進行などにより厳しい情勢に直

面している。このような背景の元、地力の向上に大きな役割を果たす貴重な資源としての

家畜排せつ物の利用が困難となり、他方では畜産環境問題が深刻化している。時代のすう

勢は、資源循環型社会への移行が求められるとともに、環境意識が高まる中で家畜排せつ

物については、その適正な管理を確保し、たい肥として農業の持続的な発展に資する土づ

くりに積極的に活用するなど資源としての有効利用を一層促進することを目的とする。

２ 地域の概要

登別市は、北海道の南西部の太平洋に面した胆振支庁管内中央に位置し、気象は年間を

通じて温暖地帯ではあるものの、海霧の発生や多雨などの気象条件から畑作農業に適さず、

酪農・畜産主体の農業が営まれている。

また、登別市の畜産農家は市内主要河川の上流域に相当数が位置しており、水道水源と

なっている河川（登別川・来馬川）からクリプトスポリジウム原虫の存在を示唆する糞便

性連鎖球菌が検出された。

あわせて、登別市は水質汚濁防止法及び悪臭防止法に基づく規制地域等になっており、

とりわけ環境問題に関しては登別市環境基本条例を制定し、これにともない様々な環境問

題に対するために登別市環境保全行動指針を策定した。

このようなことから、家畜糞尿処理施設を整備し堆肥を有効利用することにより生産コ

ストの低減や農業経営の安定化、畜舎周辺の環境美化など地域の環境保全を図ることが急

務となっている。

①農家戸数及び家畜飼養頭羽数の推移 （単位：戸､頭､100羽）

平成元年度 平成６年度 平成11年度 備 考

農 家 戸 数 １３３ １１８ ９４ 事業体含む

畜産戸数 ４９ ４０ ３９ 実戸数

乳用牛 ２０ １６ １９

肉用牛 １０ ７ １３

豚 ９ ４ ３

採卵鶏 ３ １ ２

ﾌﾞﾛｲﾗｰ

馬 １６ １７ １８

飼養頭羽数

乳用牛 ９３６ ８４５ ８８８

肉用牛 １５３３ １３８０ １１８６

豚 ５１９９ ４４４５ ５１２

採卵鶏 １００４ １８８０ ２３７３

ﾌﾞﾛｲﾗｰ

馬 １９９ １９６ １５３

資料：農林水産統計（馬については、肉畜等に関する調査から転記する。）
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○畜種別畜産農家戸数と管理基準適用農家戸 （単位：戸）

飼養頭羽数 主要形態戸数（ 現 況 ） 主要形態戸数(Ｈ16年度目標）
区 分

（現 況） A 管理基準適用 B C 管理基準適用 D

ｽ ﾀ ﾝ ﾁ ｮ ﾝ 769 １６ １４ １３ １３
乳用牛

ﾌﾘ ｰ ｽ ﾄ ｰ ﾙ 50 １ １ １ １

肉 用 牛 1,159 ６ ５ ７ ６

豚 1,170 ２ １ １ １

採 卵 鶏 233,113 ２ １ ２ １

ブ ロ イ ラ ー

馬 162 １１ ３ １０ ３

計 ３８ ２５ ３４ ２５

＊ 現況の主要形態は、平成１３年４月１日現在

＊ Ｄ欄は、「基礎資料」から転記する。

３ 家畜排せつ物利用の目標

(1) 地域における家畜排せつ物の利用の現状

登別市においては９０％以上の農家では堆肥盤が設置されているが、堆肥舎となると

家畜排せつ物法による管理基準適用農家のおよそ２５％しか所有していなく、自己所有

地に還元できない農家も肉牛飼養農家を中心におり、その数は３戸～４戸にのぼるもの

と思われる。堆肥化技術は確立されていなく堆肥の販売はおろか、敷料との交換などに

も至っていないのが現状である。

○ 乳用牛 飼養農家数は減少傾向にあるが、飼養頭数は現行頭数の維持から若干の増

加を見込んでいる。管理基準適用農家１４戸のうち７戸は堆肥舎が整備されており、

残り７戸については共同利用施設または堆肥センターの利用か個別完結型で整備する

か態度を保留しており、堆肥舎を設置している農家においても堆肥センターの利用を

検討している。

○ 肉用牛 肉用牛飼養農家数と飼養頭数は増加傾向にある。この要因としては、乳用

牛から肉用牛への飼養形態の転換が考えられ、飼養管理労働の軽減を求めた結果と推

察される。

肉用牛飼養農家は堆肥舎や尿溜など家畜排せつ物処理施設が整備されていなく、個

別完結型を目指すにしても飼養頭数が多いことから堆肥舎等への設備投資額が高額と

なることは避けられない。また、堆肥を草地へ還元するにしても、マニュアスプレッ

ダーやバキュームカーなどの散布用機械を所有していない者や、還元可能量を超えて

いる者もいる。

○ 養 豚 養豚農家数は３戸でありこの内１戸は乳用牛との併用飼養であり主体は酪

農となっている。残り２戸は養豚専業であるが１戸は高齢者で飼養頭数も繁殖４～５

頭の零細規模農家で家畜排せつ物法に定める管理基準農家とはなっていなく離農の可

能性が高い。残り１戸は企業系養豚業者であり尿と糞をスラリー状で貯溜し活性化汚

泥方式により水処理を行っている。
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○ 馬 管理基準適用農家数は３戸であり軽種馬の繁殖経営農家となっている。い

ずれも堆肥舎等の施設はなく要施設整備農家ではあるが、農地所有状況の面では現在

の飼養頭数であれば十分に還元可能なことから、個別完結型を目指すことができる市

内では数少ない農家といえる。

○ 採卵鶏 株式会社組織の養鶏業者であり飼養羽数も２３０千羽を超える鶏を飼養し

ており、平成８年度には鶏糞発酵装置を導入し堆肥化を進めている。生産された堆肥

は主に道内関連事業者へ流通しているが、通常の流通ルートに乗るまでの商品とはな

っていない。

①市町村家畜ふん尿の発生量（Ｈ１６以降管理基準適用農家分） 単位：トン

畜 種 飼養頭羽数 ふん 尿 計

乳 用 牛 ８６３ １０,２２１ ３,１１７ １３,３３８

肉 用 牛 １,２０４ ８,１１２ ３,０４８ １１,１６０

豚 ７００ ５７４ １,０７０ １,６４４

鶏 ２４９,０００ ５,３６２ ５,３６２

馬 １６５ １,３８５ ３０１ １,６８６

計 ２５,６５５ ７,５３６ ３３,１９１

・飼養頭羽数は、基礎資料から引用する。

・乾乳牛の頭数は、成牛頭数に２／１２を乗じて推計する。

②主要作物の作付け面積 単位：ha

区 分 水 稲 普通畑 野菜畑 牧草 その他飼料作物

作付け面積 １,０６３ ３５

うち畜産農家 ６７３ ３５

③還元する農地が不足する畜産農家(Ｈ１６管理基準適用農家) 単位：戸

区分 自己農地に還元できないふん尿割合(％)
計

～0 1～10 11～30 31～50 51～70 71～100

乳用牛 ８ ２ ２ ２ １４

肉用牛 ３ １ ２ ６

豚 １ １

鶏 １ １

馬 ３ ３

計 １４ ３ ２ ４ ２ ２５

注 :保有農地全面積に家畜ふん尿を平均して散布した場合を想定

（計算例）

乳牛、肉牛

ふん尿発生量-基礎資料の経営面積×施用可能量 ×100

ふん尿発生量 (施用可能量は別添による)
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④ほ場団地数別戸数割合

酪農経営

団地数 なし 1～2 3～4 5～6 7～9 10以上

戸 数 １ ９ ５

構成比 ％ ％ ％ ７％ ６０％ ３３％

⑤耕畜連携の状況

耕畜連携推進の主体(農協、営農
耕種農家へ家畜ふん尿を 畜産農家から供給を受

集団、堆肥センター)とその数
供給している畜産農家数 けている耕種農家数

農協 営農集団 センター

０ ０ ０ ０ ０

注：農家戸数は、堆肥センターを経由したものを含む。

⑥保有農地の傾斜地の状況 単位:％

斜 度 0～4度 5度以上 注：４度を超えた傾斜地では、ふん尿

畜産農家 保有農地 ９５％ ５％ の散布作業が困難とされている。

耕種農家 保有農地

⑦労働の状況 一人当たり飼養頭数の推移

区 分 H元年 H10年 H13年

酪 農 飼養頭数 (a) ９３６ ９３９ ８１９

総従事者数 (b) ５０ ４７ ４１

a/b １８.7 １９.9 １９.9

肉 牛 飼養頭数 (a) １５３３ １０２０ １１５９

総従事者数 (b) １６ １８ １６

a/b ９５.8 ５６.6 ７２.4

⑧農作業受委託組織の活動 (単位：組織、戸数)

区 分 全 体
うち家畜ふん尿の処理・利用業務

組 織 数 ０ ０

利用農家数 ０ ０

(2) 地域における家畜排せつ物の利用の方向等

登別市の農業は観光産業と連携した体験型農業の展開を目指していることから、農村

地域での環境が重要視され、特に畜産ふん尿については最重点課題として取り組まなけ

ればならない。

登別市における家畜飼養頭数と農地面積を比較した場合、発生する家畜ふん尿の量が
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農地への還元可能量を超えていることから、管内他市町村との連携を図りながら堆肥の

耕種農家との交換や、製品化による流通販売なども視野に入れた検討しなければならな

い。

畜産主体の地域であるがために草地へ還元できる堆肥の量も限られ、輸送費をかけた

堆肥の搬送となるのは必然であり、堆肥化のためのコスト低減とこれに相反するような

より高品質な堆肥を作らなければならない。

①ふん尿処理施設の利用の方向

畜産農家の自己所有農地への還元を原則とし、酪農経営については堆肥舎の既所有者

と要整備農家がおよそ半々となっているが、経営面積の面からは平均すると経産牛１頭

当たり１００ａを超えていることから、個々の農家に堆肥舎を設置し自己所有地に堆肥

を還元する型となる自己完結型が可能である。

しかし、肉牛飼養農家では肥育牛５００頭規模を筆頭に繁殖・肥育牛３００頭、繁殖

経営（１００頭弱、３戸）が主であり、経営面積からは草地還元が可能なものと全く不

足しているもの、及び還元可能な草地はあるが、傾斜がきつく機械による堆肥散布作業

ができないものがいる。

その他に軽種馬農家、養豚農家がいるが、軽種馬飼養農家では草地へ還元するに十分

な農地を所有していることから、基本的には個別完結型を目指すこととする。養豚につ

いては１戸で処理施設を有しており、個人で養豚を営んでいるものについても酪農との

複合経営なことから堆肥化のより効率的な方法を検討しなければならない。

このように、登別市における畜産農業の形態は様々であり、家畜ふん尿の堆肥化につ

いても個別完結型による方法が不可能なものがいることから、農家数戸による共同利用

の方法と地域として取り組む堆肥センター方式に参加する農家の把握などに早急に努め

なければならない。また、堆肥センターで処理された家畜ふん尿は、良質な堆肥でなけ

れば管内耕種農家はもとより地域農業者への還元も困難となることから、堆肥化技術の

確立と堆肥の成分など慎重な検討を加えなければならない。

②家畜排せつ物の利用の促進

登別市の農業は畜産が主体なことから、家畜ふん尿を堆肥化し稲わらや麦かんなどと

の交換の可能性を管内他市町村と協議調整する。また、登別市だけの限られた地域での

堆肥センターの運営にはランニングコスト面で問題があり、伊達市農協管内の室蘭市や

伊達市との広域連携にも困難な状況となっている。運営主体となる営農集団又は３セク

的組織では、地域からの要望が強いコントラクターとしての機能を併せもった組織とし

て活動していく方向で地域農業者と協議を進める。農地へ還元できる家畜ふん尿の量に

は一定量を超えないよう、地域農業関係団体を通して啓蒙、啓発活動に取り組む。

４ ふん尿処理施設の整備目標

①ふん尿処理施設の現状

登別市における家畜ふん尿処理施設の整備状況は、家畜排せつ物法による管理基準適

用農家のおよそ３分の１が堆肥舎を設置しているが、これ以外の農家では早急な対策が

必要となっている。酪農ではおよそ２分の１が堆肥舎を整備済だが、その内２戸は北海

道単独事業である畜産クリーンアップ促進事業を活用し、平成１０年度には畜産環境保
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全施設整備事業（畜産環境リース事業）により５戸の農家で堆肥舎を設置した。

これらの事業以外に採卵鶏業者では制度資金を活用し撹拌型の鶏糞発酵装置による堆

肥化を行っており、企業系の養豚業者は豚のふん尿をスラリー状で貯留槽に一時集積し

活性化汚泥方式により主に汚水処理を中心にふん尿を処理している。

なお、尿溜については３戸の農家で現在施設を活用しており、曝気した後に液肥とし

てバキュームカーにより散布している。さらに２戸の農家では現在実施中の道営草地整

備改良事業により尿溜を設置する予定となっている。

単位:戸

現 有 施 設 の 状 況
飼養 整備済 要整備

集中 共同 個別 共同・個別の内訳
区 分 農 家 農 家 野積 素堀

処理 処理 処理 堆肥化 液肥化 浄化処
形態 戸 数 戸 数

施設 施設 施設 堆肥舎 堆肥盤 尿溜 ｽﾗﾘｰ 理施設

ＳＴ ６ ７ ７ ６ ６ ７ ３

乳用牛 ＦＳ １ １ １

計 ７ ７ ７ ７ ７ ７

肉 用 牛 ６ ６ ６

豚 １ １ １

鶏 １ １ １

馬 ３ ３ ３

合 計 ９ １６ １６ ９ ８ １６ ３

注)整備形態(要整備農家戸数)は、平成16年度時点「整備済み」は、平成13年度4月1日

で記入（基礎資料から転記：堆肥盤は野積みに区分を変更）

② ふん尿処理施設の整備の方向

登別市における家畜ふん尿処理施設の整備については、基本的には農家個々で設置し

家畜ふん尿を堆肥化したうえで有機質資源として地域全体での有効活用を図る。

草地面積が広く堆肥のほとんどを還元できる酪農及び軽種馬農家は、個別完結型によ

るふん尿の処理を進めるとともに、特に軽種馬農家では当面簡易シートによる方法につ

いて検討する。

肉牛農家では草地面積や堆肥の機械散布が困難な草地を所有しているものは、共同あ

るいは堆肥センターによる家畜ふん尿の処理を検討しなければならない。

しかし、堆肥センターの整備が平成１６年度まで間に合わないことも想定されること

から、堆肥センターによる処理を前提としている農家においては、堆肥化施設に要する

経費が２重投資とならないよう当面簡易シートで対応する。結論としてはは草地面積だ

けをもって個別完結型に方向付けることなく、各農家の堆肥化に対する時間と労働力の

確保と家畜ふん尿を切り返すための機械の所有状況など総合的な検討を加え、各農家と

協議・調整を図る。
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③ ふん尿処理施設の整備の目標(平成１６年度)

平成１６年度における整備形態別要整備農家戸数

整備形態(要整備農家戸数)
飼養

区分 整備済 集中処理 共同処理 個別処理 小計 計
形態

Ｅ 施 設 施 設 施 設 簡易対応 Ｆ Ｇ＝Ｄ

乳用牛 ＳＴ ６ ３ ４ ７ １３

ＦＳ １ ０ １

計 ７ ７ １４

肉用牛 ４ ２ ６ ６

豚 １ ０ １

鶏 １ ０ １

馬 ３ ３ ３ ３

合 計 ９ ７ ６ ３ ３ １６ ２５

５ その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項

家畜排せつ物法の施行により、従前の飼養管理労働に加え堆肥舎や尿溜など施設に関す

る基準と家畜ふん尿を適正に処理するとともに、管理施設の定期的な点検及び家畜ふん尿の

発生量と処理方法などの記録を付けなど農家にとっては家畜ふん尿に関する責任が明確とな

った。家畜ふん尿に対する農家の意識改善を進めるとともに、登別市は農協や共済、普及セ

ンターなどの協力のもとに、農家個々の要望を聞き取りながら堆肥化施設の規模や構造を検

討し、堆肥化技術の普及・指導を進める。

また、共同処理や堆肥センターで製造した堆肥は地域の貴重な有機質資源なことから、余剰

堆肥の地域住民への還元など有効利活用の方法を検討する。
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参 考 資 料

事業等整備構想

目標管理 整備済戸数 要整備戸数 主な整備

区 分 基準戸数 施設

Ｇ ～H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

集 資源リサイクル ･堆肥舎

中 畜産環境整備事 ７ ７ ･堆肥切り

処 業又は中山間地 返し機械

理 域総合整備事業 ･堆肥運搬

施 車

設 ･コンテナ

共 資源リサイクル ･堆肥舎

同 畜産環境整備事 ６ ６ ･堆肥切り

処 業 返し機械

理

施

設

個 畜環リース事業 ５ ５ 堆肥舎

別

処 制度資金 １ １ 鶏糞発酵

理

施 その他 ６ ３ ３ 堆肥舎他

設

＊ 集中処理施設：大規模な処理施設で個々の畜産農家から生ふん尿を運んで処理す

るもの

共同処理施設：畜産農家の地先に設置し、共同処理施設と位置付けられているもの

Ｈ１２補正予算対応分は、Ｈ１３実施分とする。

本参考資料は、事業の実施希望調査ではありませんので、留意願います。
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農家の意識啓発活動

市町村における畜産環境に関する推進指導体制の整備

家畜排せつ物の利用促進を図る協議会の開催

堆肥・液肥の需給動向の把握と流通体制の整備

堆肥化技術の普及・指導方法

その他家畜排せつ物の利用の促進に関し必要な事項

(参 考)

○家畜ふん尿の原単位

排せつ物 量(kg/頭 /日)
種 備 考畜

糞 尿 合計

乳用牛 搾乳牛 45.5 13.4 58.9

乾未経生 29.7 6.1 35.8

育成牛 17.9 6.7 24.6

肉用牛 2才未満 17.8 6.5 24.3

2才以上 20 6.7 26.7

乳用種 18 7.2 25.2

豚 肥育豚 2.1 3.8 5.9

繁殖豚 3.3 7.0 10.3

採卵鶏 雛 0.059 0.059

成鶏 0.136 0.136

ブロイラ ー 0.13 0.13

馬 23 5.0 28

○施用可能量

乳用牛 スラリー(糞＋尿)施用で計算するものとする。

草地 ３トン/10a

畑 ４トン/10a

肉用牛 堆肥化を前提とし「糞＋尿＝１トン」から生産される堆肥を0.8トンと

する。

草地 ４トン/10a

畑 ３トン/10a

水田 １トン/10a
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現 有 施 設 の 状 況
飼養 整備済 要整備

集中 共同 個別 共同・個別の内訳
区 分 農 家 農 家 野積 素堀

処理 処理 処理 堆肥化 液肥化 浄化処
形態 戸 数 戸 数

施設 施設 施設 堆肥舎 堆肥盤 尿溜 ｽﾗﾘｰ 理施設

ＳＴ ６ ７ ７ ６ ６ ３

乳用牛 ＦＳ １ １ １

計 ７ ７ ７ ７ ７

肉 用 牛 ６ ６

豚 １ １

鶏 １ １ １

馬 ３ ３

合 計 ９ １６ １６ ９ ８ ３


